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特集1　 現場からの報告

無国籍問題を考える

　　　　 陳 　 天 璽

(国立民族学博物館准教授)

　陳 御紹介に預か りました陳天璽 と申します。

私は文化人類学 を専門 としてお り,法 学に関 し

ては門外漢なので,法 学 をされている皆さんに

は,「何言 って るの?」 と思われ る発言 もある

か もしれ ませんが,自 分 の無国籍 の体験 か ら

「法律 ってこうなんだ」 と感 じた事 を皆 さん と

共有出来れば と思 ってお ります。

無 国籍 とは

　 今 日の テ ーマ は 「グ ロ ーバ ル 時代 の 人 権 」 と

させ て 頂 き ま した 。 具 体 的 に は"無 国 籍'に 着

目 し,こ の テ ー マ を考 えて い きた い と思 い ます 。

こ れ ま で,無 国 籍 と 言 っ た 際 「無 国 籍 っ て

何?」 っ とい う反 応 が 大 半 で した 。 私 が,1999

年 に無 国 籍 の研 究 を始 め た時,ハ ーバ ー ドの ロ

ー ス ク ール に所 属 して い た の で ,ま ず,そ こ の

図書 館 で 英 文 で検 索 しま した 。 や っ との こ とで

和 文 の 無 国 籍 関連 の 本 を見 つ け 借 りに行 く と,

無 国籍 企 業 の本 で,が っか り しま した。 英 文 で

ス テ イ ト レス(stateless)と 入 れ て よ うや く見

つ け た の は,1954年 と1961年 の無 国 籍 者 関 連

の条 約 文 で した 。 新 しい 先 行 研 究 は な い のか な

と思 って,今 度 は家 に帰 って,日 本 語 で イ ン タ

ーネ ッ ト検 索 して み ま した 。 日本 語 で 検 索 をす

る と,た くさん 情 報 が 出 て くるん で す よ。 私 は,

無 国 籍 の研 究 は ア メ リカ よ り も 日本 の 方 が 進 ん

で る と思 つて 喜 ん で ク リ ッ ク した ら,無 国籍 料

理,無 国籍 居 酒 屋 な どの 情 報 ば か りで,無 国籍

者 とか,無 国 籍 の人 の 情 報 は全 然 な か った で す

ね 。 私 の 外 国 人 登 録 証 の 国 籍 欄 に 無 国 籍 と書 い

てあ り,ど うい う意味なのか知 りたい と思つた

のですが,調 べてもなかなか本がなか ったんで

す。仕方がない,自 分で調べ るしかない と思 っ

て,少 し法律関係の勉強 もしな きゃいけないか

な と思 って,ロ ースクールの研究員をさせて頂

き,そ の間,無 国籍者 をテーマに研究 をし,ま

た各地の無国籍者のインタビュー調査 をして き

ました。

　まず,無 国籍者 の定義ですが,UNHCR(国

連難民高等弁務官)に よると大 きく 「法律上の

無国籍」 と 「事実上の無国籍」に分類 されます。

どの国の国籍 も有 しない人 を 「法律上 の無国

籍」,ま た どの国にも国民若 しくは市民 として

認められていない人 を 「事実上の無国籍」 と分

けて定義 してい ます。無国籍の人 に会 って話 を

聞いてみると,法 律上の無国籍 と事実上の無国

籍がそ う簡単に分類で きない時があって,ど う

解釈すべ きか悩む事 もよくあ ります。

　 どうして無国籍になるのか。皆 さん,国 籍は

何ですか。 どうして 日本国籍 なのですか。国籍

付与の法制度が大 きく分けて二種類あるとい う

のは,皆 さんもご承知のことと思い ます。一つ

は出生地主義,も う一つは血統主義です。 日本

の場合は主に血統主義 を基本 としているので,

お父 さんお母 さんが 日本国籍ならば日本で生 ま

れて きた子 も日本国籍になります。アメ リカや

ブラジルは出生地主義 をとっているので,例 え

ば日本人の両親が一時期アメ リカに駐在す るこ

とになってその間に子供がアメリカで生 まれた

場合,そ の子にはアメリカ国籍が与えられます。
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一方,日 本は血統主義なので,日 本人から生 ま

れていれば,在 外の公館に届出れば国籍を留保

で き,日 本国籍 も与 えられます。 こうして二重

国籍になることはよくあ りますね。 これは国籍

法の積極的な抵触によって発生 します。

無国籍者を生む国籍法の抵触

　先ほど話 した ように,日 本人の両親がアメ リ

カに行 って子供を生んだ時に,国 籍の留保 をす

れば子供 は22歳 まで両方の国籍が持てます。

では反対のケースとして,例 えば血統主義であ

る日本に,ア メ リカ国籍のお父 さんお母 さんが

来て,日 本で暮 らしていた間に子供 を出産 した。

この場合 どうなるでしょう。 日本は血統主義な

ので,あ えて国籍は与えません。在住す る役所

に出生届 を出したら,ア メ リカ人の子供が生ま

れたことになります。一方,ア メリカは出生地

主義なので国籍は与えません。これは国籍法 の

消極的な抵触 といって,そ の子は,事 実上無国

籍にな ります。

　無国籍の事 を調べていた時に,か つて日本で

はこうい ったケースが多かった と知 りました。

国籍法が,1985年 に今の父母両系血統主義 に

なる前は日本は父系血統主義で した。お父さん

が 日本人ならば子に日本国籍 を与えるが,お 母

さんが 日本人であって もお父さんが外国人の場

合は日本国籍 を与えずに,お 父 さんが例 えば中

国人であればその子は中国国籍になっていまし

た。その頃,日 本にどんな無国籍者が多か った

か とい うと,ア メラジア ンとい う子供達で,主

に沖縄に駐屯 した米軍の関係者 と現地の日本人

の女性 との問に生 まれた子供達です。お母 さん

が 日本人であつて も日本国籍は与 えられなかっ

たので日本国籍はない。お父 さんはアメ リカ人

なので,日 本側はその子をアメ リカ人だと判断

し日本国籍を与えない。一方,ア メリカは出生

地主義 を基本 としているため,国 外で生 まれた

子で,片 親だけがアメリカ国籍の場合は厳 しい

居住要件があり,そ の要件 を満た さない子には

国籍 を与えず,無 国籍 となる子がい ました。

　 あと実際多か ったのは,夫 婦の関係が うまく

いかな くてアメリカ人の男性が離婚届 も出さず

に帰 って しまうケースで した。その後,女 性が,

他 の日本人男性 と事実上の夫婦になって,二 人

の問に子供が生 まれた。出生届 を出 した ら,

「あなたはアメ リカ人 と結婚 をしていて,子 供

はその人の子供になる」 と。で も,お 母 さんは

前夫のアメリカ人 とは音信不通で連絡が取れな

い。その際,子 の国籍はどうなって しまうのか

とい うと,日 本人のお父さん と血がつなが って

いて も,お 父 さんの子供になれず,連 絡の とれ

ないアメリカ人の子 とされ事実上無国籍状態 と

なりました。こうしたアメラジアンの子供が実

は沖縄には沢山い るとい うことが発覚 し人権関

連の方な どが国会に提言をして,よ うや く,日

本人の女性か ら生 まれて くる子供に も日本国籍

を与えるべ きだと国籍法が父母両系血統主義に

変わ りました。

家族が無国籍となった原因

　他にも無国籍 となる原因にはいろんなケース

があ ります。た とえば,領 土の主権,所 有権の

変動に よって国籍が無効 となるケースです。私

は,日 本の国交の変更に伴い無国籍 とな りまし

た。1972年 まで 日本が中国 と言 った時に認 め

て い た の は,中 華 民 国(台 湾)で した。

1972年 に外交関係が変動 し日本は北京政府 の

方を中国として認めるようにな りました。台湾

政府の方 とは断交することになったので,日 本

に既に住んでいた中華民国国籍の人達の扱いが

曖昧にな りました。中華人民共和国の国籍に変

更 したらどうか とか,日 本の国籍に帰化 しては

どうかなど外交関係の変動に伴い国籍の変更に

ついていろんなア ドバイスがありました。私が

1歳 になる前のことです。その時私の家族が決

断 したのが,無 国籍 とい う道でした。

　父は満州があったハル ビン近郊 ・牡丹江の出

身で満州の時代 も経験 した人です。小 さい頃は

日本語で教育を受けたこともあ ります。母方の

祖父は国民党の将軍で した。大戦 中日本 と戦い,
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それが一段落 したあと,今 度は中国の中で政権

争いの内乱が起 きました。、その内乱が国民党 と

共産党の戦いだったんです。蒋介石率い る国民

党は敗れて台湾へ逃げ ました。毛沢東率いる共

産党の方が どんどん勢力 を拡げてい きました。

父は家が地主だったんです。地主 といえば,共

産党からすると一番に吊る し上げるべ き悪い人

達なので,父 はこれは大変だ とい うことで,い

くつか金の塊 をポケットに忍ぱせて,父 と叔父

と祖父が とりあえず中国の一番北か らいろんな

所 を頼 って泊めて もらい,ず 一っと南下 して行

き台湾に辿 り着いたんです。

　母の方は,祖 父が将軍だったので早期 に台湾

に渡 りましたが,母 は置いていかれたんです。

一年後18歳 になった母 は父 と母 に会いたい一

心で,知 り合いの叔父 さん と故郷湖南省を後に

しました。香港に数 ヶ月泊めて もらい,よ うや

くお父 さんのいる台湾に渡 りました。後 に近所

に住んでいた父に出会い結婚 しました。台湾に

渡 った国民党 をは じめ大陸出身の人達 は,「3

年で家に帰 る,今 蓄えて3年 で また攻 め返す」

と思 っていたそ うです。3年 が5年 にな り,5

年 が8年 にな り,8年 が10年 にな りと,帰 る

ことは実現 しませんで した。父にとつて台湾は

自分の居場所ではないんですね。北の方か ら来

た人が トロピカルな台湾に行 っても,気 候はも

ちろん,食 べ物 も違 うし,習 慣 も違 うし,や っ

ぱ り自分の居場所だと思えなか った。で も自分

の故郷には帰れない。 じゃあどうしようと留学

を考え,父 は満州の時代 を経験 したこともあっ

て日本語が出来たので,留 学先 を日本 にしまし

た。 日本 に来たのが50年 代,そ の頃は自動車

でな く,三 輪車が走 っていたそうです。彼は大

学,そ して大学院 と進んで,学 者の道 を歩みた

かった ようなのですが,そ の頃 日本の社会で外

国人が学問の道で職 を得るとい うのは難 しく,

また東大で ドクターをとるとい うのも難 しかっ

たので,大 学院の半ばで断念 しました。当時,

横浜華僑は職人 さんが多か つたので,文 書 を作

った り,契 約書を交わす とい つた知識はあまり

なかったようで,中 国語 も日本語 もで き,し か

もそ うい った文書を作れる人材がち ょうど必要

とい うことで,父 は横浜華僑総会に就職 しまし

た。ただそれだけでは食べていけないので,飲

食店を開いて日本で暮 らすことに決めました。

母を台湾か ら呼び寄せ ましたが母は当初 日本に

来ることを拒みました。 日本が大嫌いだったの

です。父 と母は,日 本 と台湾で離れ離れになっ

ている間5人 の子供を産んでいました。母は当

時,日 本でいえぱ日銀のOLで,父 の三倍 の給

料を貰 っていたそうです。 キャ リアウーマ ンが

すべてを捨てて 日本にやって来るとい うのは,

す ごく大 きな決断だ つた と思い ます。すでに

30代 で,台 湾 にいればメイ ドさん もいて楽 な

生活だったようですが,父 が強 く望んだので,

子供五人連れて,日 本に来 る決断をしました。

それをお じいち ゃんに言いに行 った時,「 お前

は私の敵の国に行 くのか」 と言 って,殴 られた

そ うです。それで も我慢 して自分の行 きた くな

い所に来たそ うです。来てみた ら,家 族7人 で,

七畳半一間の家に住むことになりました。 しか

も日本語 も話せないので,い ろいろ苦労 しまし

た。母は日本に来てから差別に遭 うなどいろん

な経験 をしたので,1972年 に国籍の変更 を迫

まられた時に,「 日本国籍はいや」の一点張 り。

じゃ,中 華人民共和国国籍に変えようか とい う

と,そ の時代 を振 り返 っていただければわかる

と思 うのですが,文 化大革命の頃です。中華人

民共和国の国籍に変更 した ら自分はどうなって

しまうのかわか らない。そんな不安 もあ ってど

ちらも選べず,無 国籍 を選択することになりま

した。

その他の原因

　ほかにも無国籍になる原因には,国 家の任意

によって国籍が奪われるケースがあ ります。 ま

た,行 政的な手続 きをしっか りしていなくて無

国籍になるケース。婚姻に よる国籍の消失 もみ

られます。例えばアラブなどの国にみ られ るこ

とですが,男 性 と結婚する外国人の女性の国籍
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は夫の国籍に変更 し,自 分の元の国籍 を喪失 し

ます。離婚 した り旦那 さんが死亡 した場合,女

性は夫の国の国籍 を失い,元 国籍にも戻れない

ケースがあると聞いております。

　ほかに,政 府に よる差別的な政策によって国

籍がな くなるケースもあります。 ミャンマーの

ロヒンギャの人々がその一例です。 また,身 分

証明にある国籍が虚構 とい うか実質的でない場

合 もあります。 日本にい る朝鮮籍の人達は 日本

の外国人登録証上国籍が朝鮮 となってお ります

が,朝 鮮民主主義人民共和国に実際登録 され国

籍 を与えられているかとい うと,必 ず しもそう

ではない ようです。そ うい つた場合外国人登録

証上は朝鮮籍 となっているけれ ども事実上の無

国籍になると思い ます。

　 また,日 本に80年 代以降ブラジルの方がた

くさん定住 しました。ブラジルは出生地主義の

国です。 なので,外 国で生 まれたブラジル国籍

の国民の子供にはあえて国籍は与えてい ません。

日本に住むブラジル国籍の両親か ら生 まれた子

供は日本でブラジル籍 として外国人登録 されま

す。家族で ブラジルへ帰省 しようとした時に,

ブラジル大使館にパスポートの申請に行 った ら,

「あなた ブラジル人ではない」 とい う問題が発

生 したそうです。実体 と身分証明の乖離の一例

ですね。 日本だけでな く,世 界各地のブラジル

国籍の両親の子にそうい った事が起 こったそう

です。ブラジルの場合出生地主義であるため,

外国で生 まれた子は定められた期間内に国に帰

って登録 をしなければ国籍は付与 されなか つた

そ うです。しか し,世 界中のブラジル人か ら法

改正 の要望 があ り,2007年 の7月 に ブラジル

は法律を改正 しました。ブラジルに戻らなくて

も在外の大使館で出生届を出せば,ブ ラジル国

籍が与 えられるようにな ったそうです。ブラジ

ルは,海 外にた くさん移民を出してお り,そ の

人達の送金や,人 材の回帰 ・確保 とい う意味で

も法改正に着手 したのではないかな と思い ます。

　 国籍法 も国内法ではありますが,人 の移動な

どグローバルな動 きの影響 を受 けてい ます。

2008年6月 に あ った,婚 外 子 の 子 供 達 に 日本

国籍 を与 え な い 現 国 籍 法 は婚 外 子 差 別 で は な い

か と して,違 憲 判 決 が 下 され ま した 。 この代 表

例 と な る の は,Japanese　 Filipino　 Children

(JFC)と い って,フ ィ リ ピ ン人 の お 母 さん と

日本 人 の お父 さん の 間 に生 まれ た 子 供 達 で す 。

80年 代 以 降,フ ィ リ ピ ンか ら ダ ンサ ー と して

日本 に来 る女 性 が 増 え ま した 。 日本 に ダ ンサ ー

と して 来 るた め ち ゃん と ト レー ニ ン グ を受 け ま

す 。 トレ ーニ ング を受 け るた め に もち ろん 費 用

が か か り ます 。 また,フ ィ リ ピ ンか ら送 り出 し

て も ら うた め に も政 府 に お 金 を払 って い ます 。

日本 に来 るの に も受 け入 れ 先 に お金 を払 って い

ます 。 費 用 分 を稼 が な け れ ば な らな い し,借 金

して 来 て い る人 は もち ろん 返 したい で す よね 。

しか し興 行 ビザ で来 る と,6ヶ 月 しか 日本 に滞

在 で き ませ ん 。6ヶ 月 で も稼 げ る お金 は,借 金

返 済 で な くな って し まい,一 番 の 目的 で あ った

家 族 へ の 送 金 も ま まな らな くな ります 。 も っ と

稼 ぐた め6ヶ 月以 上 滞 在 した くな り,オ ーバ ー

ス テ イす る こ とに な る人 が 多い で す 。 オ ーバ ー

ス テ ィに な る と,仕 事 も探 しに くい で す し,ど

うす るか とい う と,一 番 楽 な道 は,自 分 を世 話

して くれ る人 を見 つ け る こ とで す 。 そ うす る と

男女 の 関 係 に行 き着 く事 が 多 く,そ の人 達 の 間

に 子 供 が 授 り ます 。 フ ィ リ ピ ンの 場 合 は カ トリ

ックの 人 も多 い の で,中 絶 は 出 来 ませ ん 。 な の

で 出 産 を選 び ます 。 男性 と婚 姻 関 係 に あ る と思

って い る女 性 もい ます し,自 分 は オ ーバ ー ス テ

イだ とい う こ とを わ か って い た 人 は公 の機 関 と

の 接 触 を避 け 出 生 届 を 出 しませ ん 。 そ うす る と

子 供 は法 的 に 透 明 人 間 に な って し まい ます 。 ど

こ に も登 録 され な くな つて し ま うの で す 。 そ う

い った 子 供 達 が80年 代,90年 代 に 増 え ま した。

90年 代 の 頃 か ら,フ ィ リ ピ ン政 府 は こ う した

子 供 達 に は 在 外 公 館 で 出 生 届 を受 理 しフ ィ リ ピ

ン国 籍 を与 え る よ うに な り,フ ィ リ ピ ンに帰 っ

た子 供 た ち も多 くい ま した 。 で も子 供 達 か らす

る と,や は りお父 さん と も一 緒 にい た い で す 。

お父 さん が フ ィ リ ピ ンに行 く こ と も あ り ます が,
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非常に稀なケースです。血が繋が って るお父さ

んの国籍 を得て,お 父 さんがいる国に暮 らした

い とい う子供達の念願が2008年6月 の違憲判

決でようや く叶 った と思い ます。 もちろん,そ

のためには認知 して もらう必要があ りますが。

無 国籍 に対 する 各国 の対応

　 以 上,い ろん な理 由 で 無 国 籍 とな る人 が い る

こ とが お 判 りい た だ け た と思 い ます 。UNHCR

の 数 年 前 の統 計 報 告 に よ る と,無 国籍 の 人 は世

界 に200～300万 人 存 在 す る とな つて い ま した 。

しか し近 年 の 統 計 報 告 で は,そ の 数 が1500万

人 に 変 わ っ て い ま す 。 正 直,こ の 差 は 「な

ぜ?」,と 思 い ま した 。 こ れ ま で に無 国 籍 の人

を専 門 に扱 う機 関 が あ りませ ん で した 。 私 の知

る 限 り,無 国 籍 の 問 題 を 調 査 す る 所 が な く,

UNHCRが よ うや く最 近 に な って取 り組 み は じ

め て い ます 。 調 査 を した が た め に 無 国 籍 の人 々

の 数 が 急増 し ま した 。 それ まで は 把 握 され て い

な か った の で す 。 あ とは 国際 情 勢 領 土 の変 更

に よ って増 え ま した 。 ソ連 崩 壊 後 の バ ル ト三 国

の ロ シ ア人 は,か つ て は ソ ビエ ト国 籍 で した が,

バ ル トの 独 立 に よ って,ロ シ アの 人 達 は無 国 籍

に な りま した。 彼 ら は 「外 国人 パ ス ポ ー ト」 と

い うの を持 って 移 動 して い ます 。 「この 人 達 は

本 国 が 出 したパ ス ポ ー トを使 って い る け れ ど も,

本 国 の 国 民 で は あ りませ ん」 とパ ス ポ ー トに ち

ゃん と書 い て あ ります 。 日本 の パ ス ポ ー トを持

って い る場 合 は 支 障 な く通 行 す る よ う保 護 して

い た だ き たい 旨 書 い て あ る と思 うん で す が,外

国人 パ ス ポ ー トの 場 合 は そ うい う内容 は 書 い て

あ りませ ん 。 皆 さん 国 籍 とパ ス ポ ー トを イ コ ー

ル で 考 えて い るか も しれ ませ ん が,パ ス ポ ー ト

に は い ろん な種 類 が あ って,必 ず し も国 籍 を表

示 す る もの で は ない とい うこ とが,こ の ケ ー ス

か ら わか る と思 い ます 。 あ と,ブ ル ネ イ の ケ ー

ス を ご紹 介 した い と思 い ます 。 ブル ネ イ は原 油

国 で 領 土 は小 さい で す が,お 金 持 ち の 人 が 多 い

国 で す 。 そ こに 住 む華 僑 の 人 達 に無 国 籍 の人 が

い ます 。 ブル ネ イ は王 制 で 国 王 が 国 の 元 首 で す 。

国民であると学費はタダ,医 療費 もタダ とい う

福祉国家です。国内で治療出来ない場合,外 国

に患者 さん を送 り出 してその介護をする人の旅

費 も,医 療費 もすべて国が負担 して くれます。

しか し,ブ ルネイに生 まれていて もブノレネイ国

籍のない華僑の人は無国籍なので,そ うい った

恩恵は受けられません。国籍がない と財産 も相

続で きず国の所有 とな ります。 ブルネイへ調査

に出かけた際に知 り合 った方ですが,1年 目に

取材 をして,2年 目に会いに行 った時に癌にな

った とききました。3年 目に会いに行 った時は

すでに亡 くなっていました。 もしこの人にブル

ネイ国籍があったら助かったのかな あと思 った

りして,国 籍 って人の命にまで関わるんだなと

考えさせられ ました。

　 あと,タ イやビルマ,カ ンボジアなど,違 う

国に散 らばっている民族がいた り,国 籍 とい う

概念 をもたない人達がい ます。特に山岳民族の

人達は無国籍状態のままでい る人が多いです。

中国の国内でも,黒 戸籍の村があるそうです。

私 も最近調べて知 ったんですが,三 つの省,日

本で言 う県のレベルに跨 った村があり,そ こに

住んでいる人が,ど この管轄かわか らな くてみ

んな戸籍がないそ うです。中国の場合,身 分証

や戸籍がないと汽車のチケ ットも買 えない ぐら

い不便ですが,そ うした生活を強い られている

人がいるようです。

日本における無国籍

　 日本の話に戻 りますが,日 本の無国籍の人 と

い うと実は一緒 くたには把握出来 ません。一つ

目のグループは外国人登録上無国籍 とは っきり

書いてある人たちです。2005年 の外国人登録

の統計では中国か ら始 まって次に韓国,朝 鮮 と

ず ら一っと並びますが,そ の一番下 に無国籍の

人数が1756と あります。今はもうブラジルの

ケースは解決 された と思い ますが,例 えば外国

人登録上 アメ リカ国籍 となっていて実際アメリ

カ国籍のない人,朝 鮮 となっていて朝鮮の国籍

を与 えられていない人がいるので,実 際無国籍
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状態にある人はもっと多い と思います。この人

たちは二つ 目のタイプです。三つ目のタイプに,

どこにも出生届が出されていない子供達がいま

す。「離婚後300日 問題」などさまざまな理 由

か ら戸籍のない人がい ました。戸籍のない母か

ら子供が生 まれて無戸籍の連鎖が起こる事が危

惧 され,2007年 無戸籍 の人の子に戸籍作成が

認められるようにな りました。パスポートを作

ったことがある人は御存知だと思いますが,パ

スポー トの作成に戸籍謄本又は抄本が必要です

よね。これ まで,戸 籍のない人はパスポートを

作れずに,国 民 としての権利 を享受で きません

で した。最近,戸 籍 のない人 もパスポー トを得

られるようにな り日本の中の無戸籍の問題は少

しつつ改善の方向に向かっていると思います。

無 国籍 であ る こと を実 感 した と き

　 親 か ら 「君 は 中国 人 だ」 とい う教 育 をず っ と

受 け て きた し,横 浜 中華 街 で 生 まれ 育 って,中

華 街 の 中 に あ る華 僑 学 校 で教 育 を受 け た の で,

チ ャ イ ニ ーズ だ とい うア イ デ ン テ ィテ ィは,当

然 あ った ん で す 。 小 さい 頃 に 海 外 へ 行 く時 は,

パ ス ポ ー トが持 て ない 居 住 者 に 日本 が発 行 す る

再 入 国 許 可 書 を使 って い ま した 。10歳 く らい

だ った と思 うん で す が,パ ス ポ ー トを も ら って

サ イ ンす るの が す ごい うれ しか った ん で す ね 。

英 語 で しか も筆 記 体 の サ イ ンを考 え た り して,

パ ス ポ ー トに サ イ ンす るの をす ご く楽 しみ に し

て い ま した 。 頑 張 って メ モで 何 回 も練 習 して,

は い 本 番 だ と再 入 国許 可 書 に サ イ ン した の を覚

えて ます 。 そ の国 籍 欄 に 無 国 籍 と書 い て あ るん

で す 。 十 歳 な ので 無 とい う漢 字 もわ か る し,中

華 学 校 に通 って い た の で 国 籍 とい うの も読 め る

し意 味 もわ か る し,不 思 議 に思 った ん で す 。 父

に 「これ ど うい う意 味 」 と聞 く と,日 本 が 認 め

る 中国 は あ あ だ,こ うだ と父 は難 しい こ とを説

明 して くれ た の です が,意 味 が さ っぱ りわか り

ませ ん で した 。 ま あい い や と,そ れ を持 って 台

湾 に行 った り海 外 に 行 った り して ま した 。 た だ

の 通 行 証 な ので 日本 に 帰 って来 るの を保 障 す る

もの で は な い ん で す 。 日本 に在 住 して い る外 国

人 が 日本 に帰 って 来 るた め に は,日 本 を離 れ る

前 に あ らか じめ再 入 国 許 可 とい う ビザ を取 らな

い とい け ない ん で す 。 それ で や っ と海 外 に行 っ

て も 日本 に帰 って これ るん で す 。 一 方,台 湾 は

先 程 話 した1972年 の 外 交 変 動 が あ った 時 に,

海 外 に い る無 国籍 とな った 華 僑 の人 達 に便 宜 上

パ ス ポ ー トを与 え ま した 。 私 は 日本 で 生 まれ た

の で,台 湾 に戸 籍 は な い ん で す 。 私 の 場 合 は 台

湾 が発 行 した 中華 民 国 護 照 とい うパ ス ポ ー ト と

日本 が 発 行 した 再 入 国 許 可 書,2冊 を持 っ て海

外 渡 航 して い た ん で す 。

　 初 め て び っ く り した 事 件 が起 きた の は,私 が

大 学2年 生 の 時 で す 。 韓 国 で の 会 合 に 出 て 日本

に帰 った ら,フ ィ リ ピ ンか ら フ ァ ッ クス が届 い

て い ま した。 世 界 各 地 の華 僑 ・華 人 の会 合 が あ

る と知 りま した 。 私 は そ の 頃,華 僑 の事 に興 味

が あ った の で,一 緒 に行 きた い と懇 願 して,父

と母 と一 緒 に フ ィ リ ピ ンに行 き ま した 。 そ の 時,

羽 田 空 港 か ら中 華 航 空 に乗 りま した 。 ゴ ール デ

ン ウ ィー クあ け だ った の で,イ ミグ レ ー シ ョ ン

の人 も一 仕 事 終 えて ち ょ っ とゆ った り した 雰 囲

気 が 漂 ってい て,「 この 時 期 に家 族 旅 行 で す か,

い い で す ね え」 と送 り出 して くれ ま した。 フ ィ

リ ピ ンの会 合 は3日 ぐ らい で,す ぐ 日本 に 戻 っ

て くる予 定 だ った ん で す が,フ ィ リピ ンか ら台

湾 を経 由 して 日本 に帰 って 来 る フ ライ トだ った

の で,フ ィ リ ピ ンにい る最 終 日に,母 が1日 台

湾 に行 って か ら 日本 に帰 りた い,食 べ た い 物 も

あ る しお兄 ち ゃん に も会 い た い し,と 言 い 出 し

急 に予 定 を変 更 した ん で す 。 そ の時,私 は 「大

学 の授 業 をサ ボ って るか ら早 く帰 った 方 が い い

と思 うん だ け ど」 と言 った ら,母 は 「一 日 ぐ ら

い 大 丈 夫 よ」 と言 って,台 湾 に寄 る こ とに な り

ま した。 台 湾 の イ ミグ レー シ ョ ンで 両親 は パ ッ

パ ッ とス タ ンプ押 され て す ぐに入 れ た ん で す 。

私 の 番 に な った ら,「 あ な た は ビザ が ない の で

入 れ ま せ ん 。」 と。 私 は そ れ ま で 台 湾 は 自 分 の

国 だ と思 って 疑 い ませ ん で した。 中 華 民 国 護 照

とい うパ ス ポ ー トは そ れ を証 明 す る もの だ と思
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って い た の で,「 え っ,ど うい う こ とで す か 」

と聞 き ま した 。 「あ な た は海 外 に い る 華 僑 の 人

で,あ なた の場 合 は台 湾 に 戻 るた め に は ビザ を

得 な くて は い け ま せ ん 。 な の で 入 国 で き ま せ

ん 」 と。 私 は 両 親 に 「入 れ ない って 一」 と言 っ

て,次 の フ ラ イ トを待 って 一 人 で 日本 に 帰 って

来 た ん で す 。 羽 田 に着 き一 刻 も早 く家 に帰 って,

お 風 呂入 って 寝 た い と思 って,一 番 に 並 ん で 空

港 を 出 よ う と した ん で す 。 そ した ら,「 後 ろ の

ベ ンチ で 待 って て 下 さい 」 と。 「ど う して で す

か 」 とい って も 「い い か ら,待 って て 下 さい 」

と。 入 国 す る人 の ライ ンが す べ て 終 わ って か ら,

「は い,最 初 の 人 」 と言 わ れ 別 室 に連 れ て い か

れ て,「 再 入 国 が 切 れ て ます の で,も う 日本 に

は 入 れ ませ ん 。 今 か ら台 湾 に帰 って 下 さい 」 と。

「ど うい う こ とで す か 」 とい って も,「 だ か ら,

今 言 った 通 り 日本 に 入 れ ま せ ん 」 と。r私,日

本 の永 住 者 なん で す 」 と言 って外 国 人 登 録 証 を

出 した の で す が,「 永 住 者 で あ つて も,再 入 国

を得 ない で 出 て 行 った 人 は,も う帰 って こ な い

人 と見 な して い ます の で,す み ませ ん が 日本 に

は 入 れ ませ ん 」 と。r私,今 あ な た が 帰 れ とい

う台 湾 に入 れ な くて,こ こ に戻 って 来 た ん で す 。

家 は横 浜 に あ る ん で す 」 「い や,そ れ で も だ め

で す 」 と。 も う怒 り と くや し さ とで何 が な ん だ

か わ か りま せ ん で した 。 「私,こ こで 掃 除 を し

て 暮 らす の か な」 とか,「 飛 行 場 の ど こ ま で 出

て い い の か 」 とか,い ろい ろな 思 い が 頭 を巡 っ

た ん で す 。 皆 さん,『 タ ー ミ ナ ル』 とい う映 画

御 存 知 で す か 。 あ の 頃 こ の映 画 を知 って い れ ば,

「い ろい ろ楽 しい 事 もあ る か も」 と思 った か も

しれ ませ ん が,そ の 時 に,一 人 の職 員 が仕 事 を

終 えて 入 って きて 「あ れ,君,ど う した の?」

と私 に話 しか け ま した 。 数 日前 「い い で す ね,

こ の時 期 に 家 族 旅 行 で す か 」 と言 った 職 員 が 私

の こ と を覚 えて い て下 さ って た ん で す 。 恐 い 人

が 「○ ○ さん は こ の 子 知 って る の?」 と,「 う

ん,こ の 間 で か け た 子 だ よ。2,3日 前 か な 一」

と言 った 途 端 二 人 はす ぐ別 室 に 入 って,「 そ れ

じ ゃ困 る よ」 とや り と り して い ま した。 そ の 方

は 大 きな台 帳 をパ ラパ ラ とめ く って 「あ 一,よ

か った 」 と言 って,ス タ ン プの 日付 を変 えて ポ

ンポ ン と押 し,「 は い3000円 」 と。 私 が 出 た 日

に 再 入 国許 可 は既 に切 れ て い た そ うな ん で す 。

私 が 出 国 す る際 審 査 官 の 人 は,「 あ な た,も う

帰 って こな い ん で す か 」 と確 認 せ ね ば い け な か

った そ うな ん で す 。 で もそ れ を言 わ ず に フ レ ン

ドリ ーに話 して 送 り出 して し ま った 。 私 が 出 た

の が3日 前 くらい な の で,再 入 国許 可 を私 が 出

た 時 期 に飛 行 場 で 取 った こ とに して くれ て,日

本 に入 国 す る こ とが 出来 た ん で す 。 再 入 国 つて

自分 が 住 ん で い る地 域 の 入 管 で 事 前 に と りに行

か ね ばい け な い ん で す が,忘 れ た人 とか,時 間

が な か った 入 は飛 行 場 の 入 国 管 理 事 務 所 で一 回

限 りの 再 入 国 が取 れ るん で す 。 ラ ッキ ーな こ と

に私 が 出 国 中誰 も羽 田 で そ の手 続 き を して な か

った の で 私 は 日本 に 入 れ る こ とに な りま した 。

そ の 時 は じめ て,無 国 籍 とい うの は こ うい う事

が 起 こ り得 るん だ とい うこ と を知 りま した。

　 そ れ か ら は,国 籍 と自分 の ア イ デ ンテ ィテ ィ

と法 的 な 書 類 の矛 盾 が 目 につ くよ うに な り ま し

た 。 例 えば,私 の保 険 証 。 私,国 民 で もない の

に,な ぜ 国 民 年 金 保 険 を持 って るん だ ろ う と思

った こ と も あ る し,ほ か に も,タ マ ち ゃん で さ

え住 民 票 が あ る の に,永 住 者 で あ る私 に は な ぜ

住 民 票 が ない ん だ ろ う と思 う よ うに な り ま した 。

なぜ 制 度 って そ ん な 変 な事 に な って る の だ ろ う

と思 うこ とが増 え ま した 。 大 学 で 国 際 関係 を勉

強 して い た の で よ く知 り合 い に 「外 交 官 に な れ

ば」 と言 わ れ た の で す が,私 は 無 国 籍 な の で 外

交 官 に な れ ない と知 りま した。 な ら,国 を越 え

る よ うな 職 業 に就 こ う と私 は大 学 院 を終 え て 国

連 へ の就 職 を 目指 しま した 。 国 連 は国 を越 えて

世 界 の 人 達 の た め に 働 く組 織 だ と大 学 で 学 ん だ

か らで す 。 ア メ リカ に い る時 に よ くニ ュ ー ヨ ー

クに行 き,国 連 に 自分 の履 歴 書 を送 り ま した 。

一 度
,面 接 まで こ ぎつ け た ん で す 。 「日本 語 も

出 来 る,中 国 語 も出 来 る,PhDも 持 って る,

い い じ ゃ ない で す か 。 で も,あ な た,こ のNa-

tionalityと い う とこ ろ記 入 もれ して ま す け ど」
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と言 わ れ ま した。 正 直,何 と書 い て い い の か わ

か らな か った の で す 。 台 湾 は 国 連 加 盟 国 で な い

し,日 本 とは 書 け な い し,「 実 は … 」 と言 う と

「そ うか,国 連 の職 員 に な る に は,加 盟 国 の 国

籍 を持 っ て な い とだ め な ん で す よ」 と。 「あ な

た の 場 合 は,日 本 か 中華 人 民 共 和 国 の 国籍 を取

った 方 が い い で す ね 。 そ うす れ ば,ど うに か 採

用 す る こ とが 出 来 ます 」 と。 私 は,国 連 もそ う

い う所 だ った か と諦 め ま した 。 自分 は 国籍 問 題

と しっか り向 き合 お う と思 い 無 国 籍 の研 究 を は

じめ ま した。

おわりに

　近年無国籍に関連 した問題が増えてます。前

に触れた最高裁違憲判決のケースもそ うです し,

日本の無戸籍のケースもそ うです。 もう1つ,

まだ記憶にあるか と思いますが,イ ンドの女性

に代理出産 を依頼 した男性医師のケースもあり

ました。代理出産の場合,DNAで は繋が って

いるけれど,そ の子の国籍の付与方法が問題 と

な ります。この子の場合,無 国籍 とな りました。

これ らのケースを見ていると,法 律が人間や技

術の発展に追いついていない事に気付か されま

す。婚外子のケースもそうですが人の移動が増

えてい る中,国 境 を越えさまざまな人の関わ り

が生 まれてい ます。法律で決められた ことから

あぶれた人の救済は後か らせねばいけません。

場合によっては,問 題が発生 してか ら10年,

20年 後に ようや く救済 してい るケースもあ り

ます。無国籍の問題は今 まであまり知 られてこ

なかったので,救 済するにもその問題 自体にな

かなか気づかない とい う社会における認識の低

さがあります。気づかないか らと言 って,世 界

に1200万 ～1500万 人い る無国籍の人達 を無視

していいので しょうか。 日本に暮 しながらも統

計に出て こない人を私達は どうすればいいのか。

私には今3歳 の息子がいますが,生 まれて きた

後 に,あ れこれ予防接種 を受けさせた し,ち ょ

っと風邪をひいただけでもすごく心配 して病院

に連れていきます。 しか し,登 録 されてない子

供だと病院に行 くのにお金がかか ります。なの

で,本 当に大変な状況になってやっと病院に連

れて行きますが,も うその時には助けられない

ケースがあります。こうしたケースが無国籍児,

無国籍状態の子供にはい っぱいあるそうです。

今度(2008年)11月 に 「無国籍者 か らみた世

界」 とい うフォーラムを開催 しますが,助 産師

をしていた先生に,無 国籍児についてお話 をし

てもらい ます。その先生が言っていたのは,無

国籍児のケースを話す と残念なことに,「 じゃ,

オーバーステイの人を追い出せばこうい う問題

はなくなる」 とい う結論になるとのことです。

しか し無国籍の人の場合追い出す先があ りませ

ん。 しかも国の問題を考 える前に人権 を考える

べ きです。60年 前に謳われた世界人権宣言は,

誰で も人は皆国籍を持つ権利を有す るとあ りま

す,国 籍 を持つ権利 を有することは重要なこと

です。 しか し,私 が無国籍 を経験 してきて思 う

のは,国 籍 とい う制度が無国籍の人 を生み出 し

ているとい う事実 を私達 は認識すべ きだ と思 う

んです。世界人権宣言が採択 されたのが1948

年。60年 経 った今私達 は人権 を考 える時に何

をもって人の権利 を認 めるのかとい うことを,

一無国籍者の立場から皆さんにお話 をさせてい

ただきました。無国籍の人がい るとい う事 をも

っと多 くの人に知 って頂けたらうれ しく思い ま

す。御静聴ありがとうござい ました。

質疑応答

　学生　二つ質問があります。一つ 目は私本当

に無知で よく分からないんですが,陳 さんの場

合は最初に出国なさった時に手続 きをした方が

たまたまい らっしゃって,な ん とか再入国され

た とい うことなんですけども,も しそ うい うよ

うな状態がなかった らどうなって しまったので

しょうか。二つ目は御自身が無国籍であるとい

うことを自覚されて きちん とそれ と向き合 つて

生 きてい こうと,研 究 までおや りになろうと思

われたその,私 としては自分の無国籍であると

い うことを自覚 されてそれ と向き合 って生 きて



神奈川ロー ジャーナル 第2号 33

い こ う とお考 えに な った とい う事 が まず す ごい

な あ と思 うん で す け ど も,自 分 と向 き合 う姿 勢

とい うの は お辛 い とい う こ とは なか った ん で し

ょ うか 。

　 陳 ど うも あ りが と うご ざい ます 。 一 つ 目 の

ご質 問 で す が,私 もあ の人 が い な か った ら ど う

な って た のか な あ と思 い ます 。 映 画 『タ ー ミナ

ル』 み た い な事 に な って い た の で は な い か と思

った り し ます 。 実 際 つ い 最 近 相 談 を受 けた ん

で す が,モ ス ク ワ の飛 行 場 に 二 年 く らい ず っ と

住 ん で い た 女 性 が い ま した 。 そ の人 を助 けた の

は,私 の 所 属 先 の 大 学 院 の 学 生 なん で す が,そ

の学 生 は モ ン ゴル の研 究 を して い て モ ス ク ワの

空 港 を よ く使 うん で す 。 飛 行 場 の タ ー ミナル の

一 角 に ,い つ も女 性 が い るな あ と思 って,ち ょ

っ と話 しか け て み た そ うで す 。 どの 国 に も入 れ

ず,2年 も住 ん で る 事 が 分 か って,ど う した ら

い い ん だ ろ う と思 って 調 べ た ら,『 無 国 籍 』 と

い う本 が 出 て きた そ うで,し か も自分 が所 属 し

て い る大 学 院 の 先 生 だ と分 か って,私 の とこ ろ

に相 談 の メ ール が あ り ま した 。 私 が イ ン タ ビ ュ

ー した 人 は
,タ ー ミナ ル の 映 画 の モ デ ル に な っ

た 人 で,20年 近 くパ リの 空 港 で 暮 ら して ま し

た。2005年 に 彼 に 会 い に 行 っ た タ ー ミナ ル の

一 角 が ち ゃん と家 に な
って るん で す よ。 カ ー ト

に ハ ンガ ーで 背広 も掛 か って ま した し,カ ー ト

の手 前 に あ るバ ッグ置 きが 本 棚 に な って ま した

し,生 活 感 が あ り ま した ね 。 映 画 『タ ー ミ ナ

ル』 で,ス ピル バ ー グ か らモ デ ル 料 と して 彼 に

た くさん お 金 が 支 払 わ れ た そ うで す 。 あ の 映 画

が 誰 か 実 在 の人 物 だ とい う事 を知 って,ア メ リ

カ の 人 達 は,「 彼 に グ リー ン カ ー ドを 出 そ う」

と提 案 し,ア メ リカ 政 府 も 「グ リー ンカ ー ドを

出 し ます の で 来 て下 さい 」 と言 った そ うで す 。

しか し,彼 は私 に 「こ こ が 自分 の 居 場 所 の よ う

な気 が す る,ど こか の 国 に入 って し ま うの は 嫌

だ」 とい って,ア メ リカ に は行 き ませ ん で した 。

あ れ か ら三 年 経 ち,今 は も うパ リの タ ー ミナル

にい な くな った よ うな の で,も しか した らマ イ

ア ミか ど こか に行 って し ま った か も しれ ませ ん 。

そ の 頃,「 行 くん だ った らマ イ ア ミ とか そ うい

う所 が い い な 」 と言 って い た の で 。

　 二 つ 目の無 国 籍 と向 き合 った と きの ご質 問 で

す が,辛 か っ た で す し,嫌 で した ね 。 私 は,

2004年 に 日本 国 籍 を 取 得 した ん で す が,私 と

して は リサ ー チ の一 環 だ った ん で す 。 国 籍 とア

イ デ ンテ ィテ ィ を イ コ ール で 考 え て い た の で,

自分 の 中 で ち ぐは ぐな の が す ご く嫌 で した 。 日

本 で は人 の 出 身 を名 前 で判 断 し ます よね 。 私 の

場 合 名 前 が 「陳 天 璽 」 と 中 国 名 な の で,「 外 国

の 方 で す か」 とか 「お 国 は ど ち らです か 」 と聞

か れ る ん で す 。 一 方 英 語 で よ く 「Where　 are

you　 from?」 と聞 き ま す ね,直 訳 す る と,「 ど

こか ら来 た の?」 だ か ら,私 はrrm　 from　 Ja-

pan.」 と答 え るべ きで し ょ うが,オ ー ス トラ リ

ア人 の先 生 に 聞 く と何 人 か と言 え ばい い と言 う

の で 「rm　 Chinese」 と言 っ て た ん で す 。 す る

と 「今,中 国 で 流 行 って る 歌 手 は?」 とか,

「中 国 で 流 行 って る最 近 の 事 は?」 と言 わ れ て

も分 か らな くて,分 か る の は 日本 の事 だ った の

で,葛 藤 が あ りま した。 無 国 籍 の問 題 に 向 き合

う時 も,無 国籍 相 談 所 とい う よ うな機 関 も ない

の で,誰 に相 談 して い い か 分 か らない しす ご く

辛 か った で す 。 国 籍 を変 え る こ とは正 直 心 か ら

の 望 み で もな い し,嫌 だ った ん で す け ど,ブ ル

ネ イな ど調 査 に 行 くた め に は,無 国籍 の ま まで

は 行 け ない 。 無 国 籍 の ま まで 行 け る 国 も,ビ ザ

を申 請 す る の に す ご く時 間 と労 力 が い ります,

海 外 に 行 って る時 間 よ り も ビザ を 申請 す るの に

準 備 す る時 間 の 方 が 長 い こ とも あ り ます 。 銀 行

の残 高 証 明 書,健 康 診 断 書,在 学 証 明 書 若 し く

は在 職 証 明 書,そ うい う書 類 を一 式 出 して 大 使

館 に 持 っ て 行 って,「 こ の人 は 絶 対 うち に入 っ

て も帰 る」 よ うな 証 明,た とえば,帰 りの チ ケ

ッ トの 証 明 とか も全 部 出 して よ うや く ビザ が 発

行 され る。 例 えば フ ィ リピ ンに3日 間 行 くに も,

フ ィ リ ピ ンに行 くた め に一 週 間 以 上 は準 備 が 必

要 で す 。 そ うい うの が 毎 回毎 回 嫌 だ った。 銀 行

で の 口座 開 設 も,開 くに は 開 け るん で す け ど,

無 国 籍 だ と借 り入 れ をす る の は 難 しい で す 。 一
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度 銀 行 で順 番 を待 って い た 時 に 「ク レ ジ ッ トカ

ー ドい か が で す か 」
って,営 業 の人 が 来 た ん で

す 。 「私,い い で す 。」 って 言 っ た ら,「 今,女

性 だ け に特 別 で 安 く ゴ ール ドが 作 れ るん で す 」

と。 勧 誘 され カ ー ドを作 る こ とに な り,身 分 証

明 書 が 必 要 な の で,「 運 転 免 許 証 か 保 険 証 か 何

か あ り ませ ん か 」 って 言 わ れ て,外 登 証 を 出 し

た らび っ く りす る だ ろ うな あ と思 った の で,運

転 免 許 証 を 出 した ん で す 。 「あ っ,外 国 の 方 な

ん で す ね 」 と言 わ れ て,「 そ うな ん で す 」 「日本

語 お上 手 で す ね 」 とか 言 わ れ て,笑 って や り と

り した ん で す 。 入 会 の 手 続 きを終 えた ので す が,

後 日電 話 が き ま して,「 本 籍 が 無 国籍 とあ った

ん で す が … … 」 と。 こ うい う こ とは よ くあ り本

当 に嫌 で した 。 これ を逆 手 に取 れ る よ うに な っ

た の は,ア メ リカ に い る頃 か らで す 。 「Where

are　 you　 from?」 と言 わ れ た 時 に,私 が 「rm

stateless(無 国 籍)」 と 言 う と,「 え っ,な

に?」 っ と私 を面 白が るん で す 。 そ の 日の デ ィ

ナ ーや パ ー テ ィは 無 国 籍 の ト ピ ックで 盛 り上 が

る ん で す よ。 次 に 会 う時,「 オ ー,ス テ イ ト レ

ス の 誰 々 さん 」 って 覚 え て くれ るん で す ね 。 は

じめ は 複 雑 で した が,「 それ を楽 しん じ ゃえ ば」

って 友 達 に 言 わ れ て,「 そ うか 」 と思 つて,無

国籍 の 研 究 をや って み よ う と思 う よ うに な った

ん で す 。 友 達 の 私 とい う人 間 に 対 す る認 識 とい

うか,無 国籍 で あ る とい う事 も認 め て くれ て い

る周 りの友 達 が い て,よ うや く向 き合 うこ とが

出 来 た ん だ と思 い ます 。 無 国 籍 で あ る とい う事

で 自分 を卑 下 した り,自 分 を認 め て くれ る友 だ

ち がい な か った ら出来 な か った と思 い ます 。 多

くの無 国 籍 の 人 もそ う思 って い る と思 い ます 。

　 学 生　 無 国 籍 だ と認 識 出来 た 時 に,両 親 を恨

ま な か った で す か。 恨 ん だ り しな か った で す か 。

　 陳 　 両 親 は恨 ま なか った で す ね 。 む しろ行 政

とか役 所 の 人 とか 区役 所 の人 とか,そ うい う人

達 との 交 渉 で ぶ つ か る事 は 多 か った で す ね 。 両

親 に も 「何 で 」 とは 聞 い た け れ ど も,後 に な っ

て知 った の は,国 に 翻 弄 され た 彼 らの生 きて き

た 歴 史 の 中 で した や む を得 な い 選 択 な の で,

「なんでその時こっちに しなかったの よ」 って

言えなか ったです。姉は日本国籍にすればよか

ったのにと言ってましたけれ ども,私 は親の選

択に対 してはあまり異論はあ りませんで した。

む しろ日本国籍 を取 った後,こ の名前のままな

ので,戸 籍謄本 とか取 りに行 く時に,よ く言わ

れ るんです。「あ,書 類間違 えて ます よ。外国

人登録証の方にお書 き下 さい」 って。そ うい う

時の方が,私 はむ しろ,「ああ,や っぱ りいろ

んなケースがあるのを分かってないんだな」 と

思 うことがあります。あ と,親 が苦労 してるの

を見てきたからか もしれないですね。親が働い

てるのを見てきた し,よ く人生の話 とか して く

れたので,い ろんな事情か ら仕方な く選択 した

のかなと思つて。反対に私が 日本国籍 を取る時

は,母 とすごい大喧嘩 しました。母 は,「 日本

国籍 をとるなんて」 と言 って2年 くらい口をき

かなかったですね。

　学生　陳さんが無国籍だ とい う事 を,話 を聞

いてたら大人になってか ら気付いた と聞いたん

ですが,無 国籍の方 とい うのは大体皆 さんいつ

ごろ自分が無国籍だ と気付 くのか とい う事 と,

そ うした時にどうい う行動 を,相 談する場所が

なかった らどうい う場所に行 って どう行動 して

るのか,現 状維持のまま流れてい くのか,そ の

辺について伺いたい。

　陳　海外に行 く機会があって初 めて知る人が

多い と思い ます。私の場合は外国人登録 をもら

つた時に,無 国籍だと分かったんですが,登 録

もされてない,在 留資格がない人はその機会 も

ないので,無 国籍であることに気付 くことはあ

まりない と思い ます。外国に行 こうとか何か身

分証明が必要な時になって初めて知 る事が多い

と思い ます。今こちらにも相談に来ている無国

籍の方がいると思い ますが,ベ トナムか らタイ

に流れてい った難民の子孫で,彼 らは 日本に偽

造パ スポー トで入 ってきてい ます。彼 らはタイ

にい る間自分をペ トナム人だと思 っているんで

すね。偽造パスポー トで 日本に入 って きたので,

捕 まった時に収容所 に入れられます。 日本は彼
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らを強制送還 しようと思って も,タ イは 「うち

の国の人 じゃないです よ,タ イ国籍 じゃない

し」 と。一方,ベ トナム側は 「うちにはこんな

人はいません よ」 と。その時に初めて,自 分 は

無国籍なんだと知 る人 もい ると思 うんです。だ

か ら,あ る程度の年になってから知る人が多い

ん じゃないかなと思い ます。外国籍の場合,日

本では就学の知 らせ とか も来ないので,学 校 に

行 ってない子 もいるし,学 校に よっては国籍が

な くて も入れて くれる所 もあるので,そ の頃は

あまり気がつかないん じゃないですかね。 日本

人の無戸籍の人 も最近修学旅行で海外に行 く事

が増え,修 学旅行に行 く時になって初 めてパス

ポー トが取れない と発覚 して,自 分が無戸籍だ

とわか ったそ うです。

　無国籍の人はどこに相談に行けばよいかです

が,な いんです よ。それを作 ろうと思 って小田

川 さんにもいろい ろ手伝 って もらってい ます。

「無国籍 の人 の相談窓 口です よ」 とい うのが一

目瞭然な場 を私は作 った方がいい,い やむ しろ,

作るべ きだ と思 っています。ホームページの作

成 とか少 しつつ準備 をしてい ます。私は法律の

専門家ではないので,そ れ を支援 して下 さるよ

うな先生 とか,ど ん どん出て来て下 さったらな

あと思 ってい ます。例えばイン ドシナの難民二

世は,日 本では外国人登録上国籍がベ トナムと

なっていますが,ベ トナムでは国籍を与 えられ

てい ません。そ うい った人達の場合は,イ ンド

シナ難民の支援団体に行 くんだ と思い ますが,

そ うい う一定のまとまった人数のグループか ら

あぶれた人はどこにも相談出来ないですね。個

別に弁護士に頼むことになると思い ます。あと,

国連難民高等弁務官事務所はこれか ら無国籍問

題に本腰を入れようと思いは じめています。 よ

うや く世界中の無国籍のケースを拾い出 して何

か しなきゃいけないなと思ってると思います。

　 学生　国籍 とアイデ ンティティを繋げて考え

た時には,国 籍 を持ちた くないので無国籍にな

りたい とい う考え方はわかるんですけ ども,陳

さんは国籍 とアイデンティティはある意味別 と

考えて国籍を取 られた と思 うんですが,そ うす

るともし今国籍 を選べるとい う状態にある人 を

目の前に した時に,そ れで もその人が無国籍 を

選択 しようとしていた ら,例 えばその無国籍 を

選択 した人にお子 さんが生 まれた ら,そ のお子

さんも無国籍になるとかい ろんな問題が生まれ

るのを承知で,そ れで も無国籍を選択するんだ

と言われてい る方がいたらどの ように言葉 をか

けるで しょうか。

　陳　日本の国籍法では,無 国籍の両親か ら生

まれた子供は 日本の国籍 を与えてい ます。無国

籍の連鎖が起 こらないようにしてい ます。国に

よっては,無 国籍の両親か ら生 まれたら子 もま

た無国籍 とい う国もあ ります。 こんな事話 して

いいのか,で も事実なので話 しますが。 日本は

無国籍の人か ら生 まれる子は日本人になります。

例えば日本に入 ってきたパ レスチナ人 って外国

人登録では無国籍 とな ります よつて,そ の人達

か ら生 まれる子供は 日本国籍にな りますね。そ

れ を問題 にした国会議員が 「日本の法律は日本

国籍のテロ リス トを生み出してます よ」 と言っ

たために,外 国人登録のカテゴリーの一つにパ

レスチナが増えました。その後,パ レスチナの

人達の子供はパ レスチナと外国人登録 され,事

実上無国籍の人が 日本に増 えています。

　選択で きるのに無国籍でい きたい とい う人の

場合,彼 らの気持 ちがわかるのでそれを貫 くの

であれば他の方法でサポートできればと思いま

す。例えば,無 国籍者の地位 に関する条約など

彼 らの人権 を保護する国際条約の批准促進や,

社会の人達が認識を高めるよう訴えていけた ら

な あと思 っています。

　 学生　台湾籍 とい うのはないんですか。

　 陳　中華民国の国籍 とい うのはあります。 し

か し,他 国が認めるか否かの問題です。 日本の

入管では,最 近,台 湾から観光客が沢山来るの

で,出 入国の処理 が大変 にな って,中 国(台

湾)と い うカテゴリーを作 ってます。台湾の中

華民国護照 とい うパ スポー トも渡航証 としては

認めています。かつては認めていなかったので,



36 無国籍問題を考える

台 湾 のパ ス ポ ー ト上 に 日本 の ス タ ン プ を押 す こ

とは で きな か った ん です 。 な の で,再 入 国 許 可

書 とか,台 湾 か ら 日本 に 来 る人 の場 合 は 日本 へ

の 渡 航 証 とい う別 紙 を作 って い ま した 。 日本 の

パ ス ポ ー トは,世 界 で一 番 便 利 なパ ス ポ ー トだ

と言 わ れ て ます が,そ う じ ゃない 国 の パ ス ポ ー

トを持 つて い る と,行 った 国 に よ って 処 遇 が違

って 来 ます 。

　 学生 　 陳 さん は,台 湾 で 自分 の 戸 籍 とい うか

国 籍 を取 ろ う と思 え ば 取 れ る状 況 に あ る ん で す

か 。

　陳　私の場合は,そ の頃台湾には戸籍がなか

ったので,日 本国籍 を取 る前に,台 湾に戻 って

台湾で戸籍 を作 って一定期間以上住むなどのプ

ロセスを経れば国籍を取 ることはで きた と思い

ます。

　学生　それは出生地主義ですか。

　陳　台湾は血統主義です。なので,父 と母の

証明 とかを全部提出すればで きたと思います。

　司会　陳さん,本 当に今 日は有意義なお話,

貴重な御経験を,本 当に どうもあ りが とうござ

い ました。


